公共交通確保支援金の制度概要





　概　要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
コロナ禍で原油価格が高騰している状況で、引き続き市民生活の足として運行の確保に努める公共交通事業者に対し、緊急的に支援を行います。
　申請要件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
次の①～③の全ての要件を満たすもの。
①長崎市内に本社を有する乗合バス、路面電車及びタクシー事業者（法人・公営・個人）
　（※当該事業者で組織された団体での申請も可とします）
②令和２年１月までに納期が到来している市税を滞納していない者
③暴力団、暴力団員及び暴力団関係者でない者
　支援内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
支援金を次のとおり交付します。（路線バス）130,000円
（路面電車）　90,000円
（タクシー）　　7,000円
稼働台数※×


　　　　　　　　　　　　　　　　　　
※申請時の休車車両と令和4年度中に減車見込みの車両を除く
※市内を走行しないバス、定期観光バス及び高速バス車両台数を除く
　提出書類　※長崎市のホームページでダウンロード可　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
①長崎市公共交通確保支援金交付申請書（第1号様式）
②誓約書兼同意書（第2号様式）
③保有台数や休車台数などを確認できる書類
④構成員の名簿（事業者で組織された団体での申請の場合のみ）
⑤振込口座通帳の表紙の裏の写し
※申請に虚偽があった場合は交付金の取消、又は返還していただきます。
　申請の流れ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　交付
申請
口座に振込
R4.9.30まで

市
事業者の方
事業者の方




　申請期間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
[bookmark: _GoBack]　　令和４年8月1日（月）から令和４年9月30日（金）まで ※必着
　提出先（問い合わせ先）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
〒850-8685　長崎市桜町4番1号 商工会館5階
長崎市役所　まちづくり部　公共交通対策室
TEL　095-829-1271　FAX　095-829-1168


公共交通確保支援金　Q&A




　　　　　　
	Q１
	いつ支出する分に対する支援金ですか。

	A１
	　令和４年度の原油価格高騰（燃油費等）に対応するための費用として支援するものです。



　　　
	Q２
	申請の受付はいつまでですか。

	A２
	　令和４年9月30日（金）まで申請を受け付けます。



　　　
	Q３
	精算の事務処理が必要ですか。

	A３
	　運行を継続するため費用として幅広く使用していただく支援金であり、精算は不要です。



　　　
　　　
	Q４
	申請書の提出方法は。

	A４
	　原則、郵送で受け付けます。



　　　



